
様式はこちらから
ダウンロード
できます
（厚生労働省ＨＰ）

１年単位の変形労働
時間制（対象期間が
３か月超のもの）に
より労働させる労働
者の限度時間

月４２時間
年３２０時間

（法改正後も同じ）

厚生労働省・静岡労働局・浜松労働基準監督署 （R５)

自動車運転の業務についても、令和６年４月１日以降、時間外労働の上限規制の適用を受けることと
されています。

自動車運転者についても、
時間外労働の上限規制が適用されます

３６協定の様式が変わります！
自動車運転の業務について、令和６年４月１日から時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、
時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定届）の様式が改正されました。

～ 令和６年４月１日以降、新たな様式での届出が必要となります ～
※ 令和６年４月１日をまたぐ労使協定を締結している場合は、その次の
期間の労使協定から、新様式での届出が必要となります。

※ 自動車運転の業務以外の職種もすべて、この様式による届出となります。届出までの流れ

① 時間外労働及び休日労働に関する協定を締結
（協定書を作成）

②１か月45時間、１年360時間以内の
時間数（※１）とする場合

→ 様式第９号の３の４を作成

②１か月45時間、１年360時間を
超える時間数（※１、２）とする場合

→ 様式第９号の３の５を作成

③ ②の様式（届出書）に①の協定書を添付し、
所轄労働基準監督署に届出

又
は

①労使協定
の締結

②協定届の
作成

③協定届の
提出

※１ 対象期間が３か月を超える１年単位の変形労働時間制により労働させる労働者の限度時間については１か月42時間、１年320時間です。
※２ 延長時間数を１か月45時間、１年360時間を超えて締結する場合でも、

自動車運転の業務についての時間外労働は１年960時間以内、
自動車運転の業務以外の業務（事務員、荷役作業員、運行管理者等）については、時間外労働は１年720時間以内、時間外労働・休日労働

の合計は単月100時間未満、２～６か月平均80時間以内とし、時間外労働が１か月45時間を超える回数は１年につき６回までとしなければ
なりません。
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※２ 限度時間を超えた労働者に対し、当該労働者の勤務状況や健康状況に応じ、以下のいずれかの健康確保措置を講ずることを定めるとともに、該当する番号を記入
し、右の欄に具体的内容を記入してください。
①医師による面接指導 ②深夜業（22時～５時）の回数制限 ③終業から始業までの休息期間の確保（勤務間インターバル） ④代償休日・特別な休暇の付与 ⑤健康診断
⑥連続休暇の取得 ⑦心とからだの相談窓口の設置 ⑧配置転換の実施 ⑨産業医等による助言・指導や保健指導 ⑩その他

●限度時間を超えない場合【様式第９号の３の４】

３６協定（新様式）記載例

●限度時間を超える場合（特別条項）【様式第９号の３の５】 ※１ 様式第９号の３の５は、２枚セットの
様式です。１枚目の記載内容は、上に
記載の９号の３の４と同じです。

※ 自動車運転の業務以外の職種もすべて、
この様式による届出となります。


